
令和８年度 第６回役員会議事要旨 

 

日 時  令和８年６月１０日（水）１３時００分～１３時４５分 

 

場 所  Ｗｅｂ会議 

 

出席者  学長、大島理事、鯉川理事、青木理事、田中理事、野口理事 

 

欠席者  竹下理事 

 

陪席者  大川内監事、南谷監事 

 

１ 協議事項 

（１）大学間学術交流協定校との学術交流協定締結について（更新） 

    坂本国際交流推進センター長から、国立政治大学及びカントー大学との学術

交流協定について、学生交流機会の拡大や本学の更なる国際化及び学生へのグ

ローバル意識向上にも寄与することが期待されるため、５年間の協定更新を行

う旨の説明があった。 

    本件については、教育研究評議会にて審議後、役員会において審議されるこ

ととなった。 

 

（２）第４期中期目標期間（４年目終了時）の評価に係る報告書について 

    大島理事から、第４期中期目標期間（４年目終了時）の評価に係る報告書に

ついて、国立大学法人法第３１条の２第１項第１号及び第３１条の３第１項に

基づき、「達成状況報告書」を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に、

「業務実績報告書」を文部科学省にそれぞれ提出する旨の説明があった。 

    本件については、教育研究評議会、経営協議会にて審議後、役員会において

審議されることとなった。 

 

（３）経済学部経済学科の設置に係る設置報告書の提出について 

    大島理事から、令和９年４月設置予定の経済学部経済学科の設置に係る設置

報告書を文部科学省へ提出する旨の説明があった。 

    本件については、教育研究評議会、経営協議会にて審議後、役員会において

審議されることとなった。 

 

（４）令和９年度概算要求事項、ミッション実現戦略分及び設備マスタープランにつ

いて 

    前田財務部長から、令和９年度概算要求に向けて、ミッション実現加速化経



費（共通政策課題分）の要求事項を選定するとともに、教育研究組織改革分の

うち支援期間が終了する事業の最終評価及びミッション実現戦略分の４年目終

了時評価（中間評価）のため、文部科学省へ報告書を提出する旨の説明があっ

た。 

    また、教育、研究及び医療設備に係る「設備マスタープラン」を令和８年４

月１日付で改訂する旨の説明があった。なお、令和９年度概算要求事項及び設

備マスタープランについては、文科省の事前相談を踏まえて対応するため、追

加及び修正については学長に一任いただく旨の説明があった。 

    本件については、経営協議会にて審議後、役員会において審議されることと

なった。 

 

（５）令和７事業年度決算について 

    前田財務部長から、国立大学法人法第３５条の２において準用する独立行政

法人通則法第３８条第１項及び同条第２項に基づき、令和７事業年度財務諸表

等について作成し、文部科学大臣に提出する旨の説明があった。 

    本件については、経営協議会にて審議後、役員会において審議されることと

なった。 

 

２ 審議事項 

（６）寄附に伴う感謝状の贈呈について 

    齋藤総務部長から、佐賀大学基金（一般）及び修学支援基金に対して多額の

寄附をいただいた方に対し、感謝状を贈呈する旨の提案があり、審議の結果、

了承された。 

 

３ 報告事項 

（７）附属病院経営状況等について 

    野口附属病院長から、令和７年度附属病院収支実績及び見込（令和７年度決

算）、診療稼働実績累計等について報告があった。 

 

（８）令和８年度会計監査人の選任について 

    田中理事から、本学の会計監査人について、令和７年度に引き続き「ＥＹ新

日本有限責任監査法人」を令和８年度の会計監査人候補者とし、「候補者名簿」

を文部科学大臣に提出したところ、令和８年５月１８日付で文部科学大臣から、

同法人を選任した旨の通知があったとの報告があった。 

 

（９）その他 

   特になし 

以 上 


